
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

九

号

外
務
省
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
基
本
手
当
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

9



外
務
省
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
基
本
手
当
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

過
去
の
答
弁
書
等
に
よ
る
と
、
外
務
省
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
の
う
ち
在
勤
基
本
手
当
に
つ
き
、
同
省
職
員
は

精
算
を
す
る
こ
と
も
具
体
的
な
使
途
を
報
告
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
同
手
当
に
は
課
税
も
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
在
勤
基
本
手
当
の
予
算
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で

で
、
そ
れ
ぞ
れ
百
四
十
六
億
二
千
五
百
十
万
三
千
円
、
百
四
十
七
億
三
千
五
百
五
万
千
円
、
百
五
十
三
億
二
千
五
百
五
十
四
万

千
円
、
百
五
十
八
億
九
千
二
百
七
十
万
六
千
円
、
百
七
十
八
億
二
千
九
百
三
十
四
万
六
千
円
、
百
七
十
六
億
千
七
百
七
十
三
万

八
千
円
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
定
員
数
三
千
四
百
二
十
八

人
、
三
千
五
百
二
十
八
人
で
当
該
年
度
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
を
除
す
る
と
、
一
人
あ
た
り
約
五
百
二
十
万
円
、
約
四
百
九
十

九
万
円
も
の
金
額
が
、
本
俸
と
は
ま
た
別
に
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
在
勤
基
本
手
当
の
あ
り
方
が

適
切
か
否
か
に
つ
き
、
本
年
十
月
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
二
第
一
〇
号
。
以
下
、
「
政
府
答

弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
「
御
質
問
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
新
内
閣
の
下
で
こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

新
内
閣
に
お
け
る
、
在
勤
基
本
手
当
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
に
つ
い
て
の
確
認
作
業
は
、
現
在
ど
の
様
な
進
捗
状
況
に
あ

一



る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

本
年
十
月
十
九
日
付
の
読
売
新
聞
夕
刊
に
よ
る
と
、
外
務
省
は
、
副
大
臣
と
大
臣
政
務
官
に
よ
る
、
在
勤
手
当
の
支
給
水

準
に
つ
い
て
検
討
す
る
チ
ー
ム
を
発
足
さ
せ
る
方
針
を
固
め
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
チ
ー
ム
は
実
際
に
い
つ
発
足

し
、
い
つ
か
ら
稼
働
し
、
い
つ
を
目
処
に
在
勤
基
本
手
当
の
適
正
な
水
準
等
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
予
定
で
あ
る
の
か
説
明

さ
れ
た
い
。

三

在
勤
基
本
手
当
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
も
本
俸
と
は
別
に
受
給
で
き
る
手
当
と
し
て
は
金
額
が
極
め
て
大
き
く
、
課

税
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
外
務
省
在
外
職
員
が
そ
れ
を
実
際
に
ど
の
様
に
使
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

も
、
精
算
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
例
え
ば
同
省
職
員
が
、
在
勤
基
本
手
当
を
外
交
活
動
の
た
め
に
使

わ
ず
、
個
人
的
な
買
い
物
や
蓄
財
に
回
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
国
民
は
知
り
よ
う
が
な
い
。
過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
鳩

山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
、
こ
の
様
な
在
勤
基
本
手
当
の
あ
り
方
は
、
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
か

と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
前
文
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
、
右
の
指
摘
に
つ
き
、
鳩
山
総

理
大
臣
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
は
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

本
年
八
月
三
十
日
に
投
開
票
が
行
わ
れ
た
第
四
十
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、
民
主
党
が
勝
利
を
収
め
、
政
権

二



交
代
が
実
現
す
る
以
前
か
ら
、
鳩
山
総
理
大
臣
は
政
権
奪
取
後
、
税
金
の
無
駄
遣
い
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
訴
え

て
い
た
と
承
知
す
る
。
前
政
権
で
は
、
在
勤
基
本
手
当
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
よ
り
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
、
透
明
性
の

高
い
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
鳩
山
総
理
大
臣
、
そ
し
て
岡
田
大
臣
と
し
て
、
右
を
実
行
す
る
考
え
は

あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


